
◎漁業災害補償法の一部を改正する法律 
（令和七年五月一四日法律第三一号）   

一、 提案理由（令和七年三月二五日・衆議院農林水産委員会） 

○江藤国務大臣 漁業災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理

由及び主な内容を御説明申し上げます。 

 漁業災害補償制度は、昭和三十九年の創設以来、中小漁業者の相互救済の精神を基調

とした漁業共済事業の実施を通じて、漁業再生産の確保と漁業経営の安定に重要な役割

を果たしてまいりました。 

 一方で、我が国の漁業においては、近年の海洋環境の変化等によるサンマ、スルメイ

カ等の不漁など、漁業経営の不安定性の増加を踏まえた複合的な漁業への転換や、輸出

も見据えた、国内外の需要に応じた養殖生産の推進が急務となっております。 

 こうした状況を踏まえ、漁業災害補償制度の改善を図り、同制度が今後とも漁業経営

の安定に資する役割等を着実に果たしていくことができるよう、この法律案を提出した

次第であります。 

 次に、この法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。 

 第一に、漁業種類ごとに契約を締結する現行の方式に加え、二以上の漁業種類を一括

して対象とする契約を締結することができる方式を創設し、共済事故の発生率の低下等

を踏まえた掛金率を適用することとしております。 

 第二に、共済の対象とならない漁業業種であっても、共済の対象となっている他の漁

業種類と併せて副業的に営まれているものについては、共済の対象とする特約を追加す

ることとしております。 

 第三に、養殖共済において、契約全体での損害状況に応じた支払いに加えて、網生け

すなどの養殖施設ごとの損害状況に応じて共済金を支払う特約を追加することとしてお

ります。 

 このほか、漁業共済組合連合会への漁業施設共済に係る再共済に付す割合を引き上げ

る措置等を講ずることとしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及び主な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 

二、 衆議院農林水産委員長報告（令和七年四月三日） 

○御法川信英君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、我が国の漁業をめぐる諸情勢の変化に対応して漁業災害補償制度の改善を図

り、漁業経営の安定に資するため、漁獲共済及び特定養殖共済を統合して漁獲・特定養

殖共済を創設し、併せて当該共済において二以上の漁業種類を一括して対象とする共済

契約の成立等を可能とする等の措置を講ずるものであります。 

 本案は、去る三月二十四日本委員会に付託され、翌二十五日江藤農林水産大臣から趣



旨の説明を聴取し、昨四月二日質疑を行いました。質疑終局後、採決いたしましたとこ

ろ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月二日） 

 近年の海洋環境の変化等によるサンマ、スルメイカ等の不漁など、我が国の漁業を取

り巻く情勢変化の中で、漁業災害補償制度が、中小漁業者の相互救済の精神を基調とし

た漁業共済事業の実施を通じて、漁業の再生産の確保と漁業経営の安定に果たす役割は

一層重要なものになっている。 

 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 

     記 

一 漁業災害補償制度への一層の加入促進を図るため、漁業者及び漁業協同組合等に対

して今回の改正内容を十分周知するとともに、漁業協同組合及び漁業共済団体等の普

及推進体制の充実を図ること。あわせて、地方公共団体が実施する各種施策と本制度

との連携の強化を図ること。 

二 二以上の漁業種類を一括して対象とする契約を締結できる方式の創設や、共済の対

象とならない漁業種類であっても、共済の対象となっている他の漁業種類と併せて副

業的に営まれるものについて共済の対象とする特約の追加に当たっては、漁業者のニ

ーズに即した的確な保険設計を行った上で、事業の円滑な運営に支障を生じないよう

努めること。 

三 網いけすなどの養殖施設ごとの損害状況に応じて共済金を支払う特約の追加に当た

っては、輸出等を見据え、需要動向を踏まえた養殖生産を促進することができる制度

となるよう、的確な保険設計を行った上で、事業の円滑な運営に支障を生じないよう

努めること。 

四 漁業災害補償制度は、自然災害や水産物の需給変動といった漁業経営上のリスクに

対応して漁業の再生産を確保し、漁業経営の安定を図る重要な役割を果たしているこ

とから、制度の持続的かつ安定的な運営を確保すること。 

五 漁業共済とともに、その経営安定機能を補完する形で実施されている漁業収入安定

対策についても、我が国の漁業をめぐる状況が変化する中で、漁業経営のセーフティ

ネットとして引き続き制度の持続的かつ安定的な運営を確保すること。 

六 海水温の上昇など海洋環境の変化による漁場変動や魚種変化に的確に対応するため

には、海洋状況をより詳細に把握する必要があることから、海洋調査に必要な観測、

測定等の体制の充実を図ることにより、調査を加速化すること。 

七 瀬戸内海に代表される内海においては、栄養塩類に起因する不漁問題が発生してい

ることから、国は都道府県と連携した下水処理緩和や底質改善などの効果ある施策を

図ること。 



 右決議する。 

三、 参議院農林水産委員長報告（令和七年四月二五日） 

○舞立昇治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、我が国の漁業をめぐる諸情勢の変化に対応して漁業災害補償制度の改善

を図り、漁業経営の安定に資するための措置を講じようとするものです。 

 委員会におきましては、漁業に影響を及ぼす海洋環境の変化への対応、漁業共済、漁

業収入安定対策が漁業経営の安定に果たす役割、漁業共済の加入率向上に向けた方策等

について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月二四日） 

 近年の海洋環境の変化等によるサンマ、スルメイカ等の不漁など、我が国の漁業を取

り巻く情勢変化の中で、漁業災害補償制度が、中小漁業者の相互救済の精神を基調とし

た漁業共済事業の実施を通じて、漁業の再生産の確保と漁業経営の安定に果たす役割は

一層重要なものになっている。 

 よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 

一 漁業災害補償制度への一層の加入促進を図るため、漁業者及び漁業協同組合等に対

して今回の改正内容を十分周知するとともに、漁業協同組合及び漁業共済団体等の普

及推進体制の充実を図ること。あわせて、地方公共団体が実施する各種施策と本制度

との連携の強化を図ること。 

二 二以上の漁業種類を一括して対象とする契約を締結できる方式の創設や、共済の対

象とならない漁業種類であっても、共済の対象となっている他の漁業種類と併せて副

業的に営まれるものについて共済の対象とする特約の追加に当たっては、漁業者のニ

ーズに即した的確な保険設計を行った上で、事業の円滑な運営に支障を生じないよう

努めること。 

三 網いけすなどの養殖施設ごとの損害状況に応じて共済金を支払う特約の追加に当た

っては、輸出等を見据え、需要動向を踏まえた養殖生産を促進することができる制度

となるよう、的確な保険設計を行った上で、事業の円滑な運営に支障を生じないよう

努めること。 

四 漁業災害補償制度は、自然災害や水産物の需給変動といった漁業経営上のリスクに

対応して漁業の再生産を確保し、漁業経営の安定を図る重要な役割を果たしているこ

とから、制度の持続的かつ安定的な運営を確保すること。 

五 漁業共済とともに、その経営安定機能を補完する形で実施されている漁業収入安定



対策についても、我が国の漁業をめぐる状況が変化する中で、漁業経営のセーフティ

ネットとして引き続き制度の持続的かつ安定的な運営を確保すること。 

六 海水温の上昇など海洋環境の変化による漁場変動や魚種変化に的確に対応するため

には、海洋状況をより詳細に把握する必要があることから、海洋調査に必要な観測、

測定等の体制の充実を図ることにより、調査を加速化すること。 

七 瀬戸内海に代表される内海においては、栄養塩類に起因する不漁問題が発生してい

ることから、国は都道府県と連携した下水処理緩和や底質改善などの効果ある施策を

図ること。 

  右決議する。 

 


